
２章 基本ルール編 
 

 9 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

２章 基本ルール編 

 
２－１ 日本語の表記方法  ------------------------------- 
２－２ 英語の表記方法  ---------------------------------- 
２－３ 中国語・韓国語の表記方法   ---------------- 
２－４ 多言語表記  ----------------------------------------- 
２－５ 文字サイズ  ----------------------------------------- 
２－６ ピクトグラム   ------------------------------------ 
２－７ 色彩  --------------------------------------------------- 
２－８ サイン掲出の高さ・範囲  --------------------- 
２－９ 配置・設置の考え方   -------------------------- 
２－１０ 維持管理の考え方   -------------------------- 
２－１１ 地図の表記 
（１）向き   ----------------------------------------------------- 
（２）掲載範囲  ------------------------------------------------ 
（３）情報掲載基準   ---------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

11 
12 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

22 
 
25 

25 
26 
 

 



２章 基本ルール編 
 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２章 基本ルール編 
 

 11 

 

 

２－１ 
日本語の表記方法 

 日本語の表記方法は、わかりやすい表現を行うために設定し
ている。同一地点や同一施設が異なる表現とならないよう注意
する。 
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２－２ 
英語の表記方法 

 英語の表記方法は、下記のとおりとする。 
 

 
 
 
※各施設名等の具体的な表記方法は、「国内外旅行者のためのわかり
やすい案内サイン標準化指針（東京都）」を参照とすること。 
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２－３ 
中国語・韓国語の 
表記方法 

 中国語、韓国語の表記方法は、下記のとおりとする。中国語
は、簡体字を使用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※各施設名等の具体的な表記方法は、「国内外旅行者のためのわかり
やすい案内サイン標準化指針（東京都）」を参照とすること。 
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２－４ 
多言語表記 

・	２ヵ国語表記（日本語・英語）を基本とする。 
・	外国人にも情報内容を理解してもらう必要性が高いサイン
（路上喫煙禁止：過料の徴収等）は、4ヵ国語表記（日本語・
英語・中国語・韓国語）とする。 

・	４ヵ国語または2ヵ国語表記としているサインにおいても、
表示板サイズの制約等があり表記が困難な場合は、一部を２
ヵ国語または日本語表記とすることができる。 

・	緊急的に設置する仮設サインは多言語表記を必須としない
が、随時状況を把握し、継続的にサインの管理を行う。 
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２－５ 
文字サイズ 

 高齢者および弱視者の方等誰にでも判読しやすいように、視
認距離に応じた文字サイズ設定を行う。また、複数の言語を併
記する際の読みやすさを考慮し、和文高さ 1に対して、英文等
の高さを 0.5 の比率とすることを原則とする。 
 サイン面積が小さい場合や特に強調したい文字がある場合な
どは、その状況に応じて対応する。 
 
サインの視認距離と文字サイズ（高さ） 

 

 
文字サイズ（高さ）比率： 
和文高さ 1に対して、英文等高さ 0.5 
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２－６ 
ピクトグラム 

 ピクトグラムは、視覚的な図による表現で内容の伝達を直感
的に行うことができるため、言語の種別を問わず情報伝達の有
効な手段である。 
・	標準案内用図記号（一部が JIS 規格化）のピクトグラムを原
則とする。 

・	標準案内用図記号になく区独自に作成する必要がある場合
は、標準案内用図記号のイメージを尊重したデザインを作成
する。 

 
標準案内用図記号（一例） 
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２－７ 
色彩 

 サインに使用する色彩は、視認性を確保するためベース色と
文字色のコントラストが重要であり、明度差を確保した配色と
する。 
 また、高齢者および色弱者の方等に配慮して、見分けにくい
色の組み合わせや、彩度の低い色同士、鮮やかな蛍光色同士の
組み合わせを避けるなど、カラーユニバーサルデザインに配慮
する。（見分けにくい色の組み合わせ例：黒色と青色、黒色と赤
色、赤色と緑色） 
 なお、禁止系のピクトグラム（赤色）を表示する場合は、周
囲を白色でふちどる等明度差を確保する。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 地図内の色彩については、公園等の緑地は緑系色、水面は青
系色等、利用者にイメージしやすい色彩とする。また、「現在地」
の表示は、重要な情報であるため、視認性が高い赤色での表示
とする。 
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２－８ 
サイン掲出の高さ・
範囲 

・	歩道空間上に張り出す場合は、下端を路面より 2,500mm
以上（歩道の建築限界）確保する。 

・	歩道に対して平行に設置する場合は、歩行者の見えやすい高
さ 500～2,000mmの範囲に表示面を掲出する。 

・	設置状況に制約がある場合（ガードパイプ設置等）は、でき
るだけ見やすい高さに設置する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・	案内地図サインは、車いす利用者と立位の利用者の双方が見
やすいよう、地図面の中心高さを 1,250mm程度とする。 
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２－９ 
配置・設置の 
考え方 

 連続した統一的な案内を行うために、配置・設置に関する基
本的な考え方を設定する。しかし、道路状況や建物、街並み等
の地域の実情に配慮した配置・設置を行うことが好ましい。 
 
配置の考え方 
・	案内地図サインは主に、駅出入口等の行動の起点に設置す
る。 

・	誘導サインは、分岐点や観光ルートの中間等に設置する。 
・	直線道路については、歩行者が不安に陥らないよう、300m
～500m に１箇所程度、誘導サイン等を補完的に配置する
ことが望ましい。 

・	目的地となる各施設入口には、記名サインを設置する。 
・	禁止系サインは、その目的に応じ、内容が効果的に伝わる箇
所に設置することが望ましい。 
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 設置の考え方 
・	設置場所の道路状況や建物等の状況に応じて、視認性を確保
した場所に設置する。 

・	駅周辺等の人通りが多い場所では、通行の支障とならないこ
とを前提に、視界の範囲に入る位置に設置する。 

・	道路上に設置する場合は、歩車道境界寄りと敷地境界寄りの
２通りの方向性が考えられる。視認性を確保しながらも、街
路樹や屋外広告物等との関係に留意した場所に設置する。 
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２－１０ 
維持管理の考え方 

 サインの種別によって管理者が異なるため、情報の一貫性が
図れないことや、サインが集中して複数設置することがある。
また、屋外に設置されるサインもあるため、年月の経過により、
汚損し老朽化することが考えられる。そのため、維持管理に関
する基本的な考え方を設定する。 
 
管理方法の考え方 
・	サインの管理台帳を作成し、管理番号等による管理を行うこ
とが望ましい。 

・	更新情報（施設名等）は管理台帳に記載し、関連するサイン
のスムーズな更新を行うことが望ましい。 

・	情報更新頻度の高い案内地図サインは、地図面に整備年月を
明記する。 

・	必要に応じて、管理者（管理している所属）・電話番号・管
理番号をサインに明記する。 
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 管理台帳（例） 
 サイン種別、設置場所、管理番号、管理者、設置年月、サイズ、仕
様、施工写真、配置図、その他必要な情報を記載 
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 メンテナンスの考え方 
・	街の美観を損ねないよう、年１回程度、清掃や点検・修繕を
定期的に行うことが望ましい。 

・	サイン本体の更新は、傷や塗装のはがれ・腐食等の劣化を確
認し、対応することが望ましい。 

・	シート貼りの表示面については、シートの剥がれや退色を確
認し、対応することが望ましい。 

・	張り紙や落書き等は、定期的に取り除く。また、張り紙や落
書き等が想定される場所では、防止機能を有した仕様とす
る。 
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２－１１ 
地図の表記 

 地図サインの表記について、基本的な考え方（向き、掲載範
囲、情報掲載基準）を設定する。地図サインを有するサインに
ついては参照とすること。 
 地図サインについては、この考え方を基本とするが、サイン
の目的によって柔軟な対応とする。 
 
（１）向き 
・	利用者が地図を見て目的地までの経路をイメージしやすく
するために、サインに向かって前方を上とする。 

・	行政区域で表示範囲が途切れないよう留意する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）掲載範囲 
・	主地図は、視認距離を考慮し、1m×1m の大きさに歩行者
が移動する範囲の 1km 四方程度を掲載することが望まし
い。 

・	広範囲における現在地の位置関係が分かりやすいように、
25cm×25cmの大きさに2km四方程度を掲載する広域地
図を掲載することが望ましい。 
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 （３）情報掲載基準 
・	地図内に掲載する情報の基準を下記に示す。 
・	地域の情報を盛り込みすぎるとかえって分かりにくくなる
ため、利用者の視点と地域の特徴に配慮する。 

・	掲載する情報は、官民の区別に関わらず住民や旅行者が多く
訪れる施設やランドマークとなる施設、バリアフリー施設等
地域の実情に即した情報を選定する。 
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